
東近江市教育委員会 

永源寺中学校 

東近江市立小中学校いじめ防止基本方針（大要） 
  

 

 

１ いじめに対する基本的な考え方 

 

いじめは子どもの心身に重大な影響を及ぼす深刻

な問題です。「どこでも、誰にでも起こりうる」とい

う視点を持ち、人間として卑怯な行為であり絶対に許

されるものではないという基本的な考えのもとに、仲

間づくりと人権意識の高揚の観点から豊かな人間的

なふれあいの機会を持ち、人の願いや悩みなどを自己

との関わりで考えられる人格の育成を図ることが重

要です。 

いじめは大人の目の届きにくいところで巧妙に行

われることが多いものです。教師は、子どもが発する

救いを求めるサインを見逃さずにとらえ、迅速に的確

な指導をすることが大切だと考えています。 

いじめの発見、通報を受けた場合は、特定の教職員

で抱え込まず、速やかに「いじめ対策委員会」で情報

共有し、今後の対応について検討します。その際には、

被害生徒を守り通すと共に、加害生徒に対しては教育

的配慮のもと、毅然とした態度で指導を行います。こ

れらの対応については、教職員全体の共通理解、保護

者の協力、関係機関との連携に努めます。 

３ 早期発見のための措置  

   （いじめを見逃さない手立て等） 

 

○日常の生徒の様子をよく観察し、生徒の些細な変化

を見逃さず、気づいた情報は全職員で共有し、情報

に基づき速やかに対応します。 

○教育相談週間を設けて安心して相談できる体制を

整えるとともに、教師との信頼関係を築いて日頃か

らも細やかに生徒の話を聞き、生活ノートで交流を

深め、生徒の悩みに迫ります。 

○年に３回、いじめ早期発見のためのアンケートを実

施して、状況把握に努めます。 

○日頃の様々な学習を通して、いじめを許さない人格

と人権意識の高い集団の育成に努め、周囲の友人か

らの情報収集に努めます。 

○民生委員・主任児童委員・学校評議員との懇談等、

地域からの情報収集にも努めます。 

 

２ いじめの未然防止のための措置 

   （未然防止のための取組等） 

○体験活動や行事等を通して、生徒たちがいじめ問題

を自分のこととして考え、望ましい人間関係を築く

ために自ら活動できる集団づくりを行います。 

○人権教育、道徳教育、特別活動を通して、規範意識

や集団のあり方について学習を深かめます。 

○学校生活での悩みを解消するために、スクールカウ

ンセラー等を積極的に活用します。 

○教職員の言動でいじめを誘発、または助長したり黙

認したりすることがないように細心の注意を払い

ます。 

○教師と生徒との信頼関係を構築します。 

○教師は常に危機感を持ち、いじめ問題への取組を定

期的に点検し、改善充実を図ります。 

○教職員研修の充実、いじめ相談体制の整備、相談窓

口の周知徹底を行います。 

○関係機関と定期的な情報交換を行い、恒常的な連携

を深めます。 

○地域・家庭との連携を進めて協力体制を築くととも

に、いじめを起こさない風土の育成に努めます。 

４ いじめに対する措置 

    （発見したいじめに対する対処等） 

○いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でそ

の行為を止めさせます。 

○いじめと疑わしき行為を発見した、あるいは相談や

訴えがあった場合には、速やかに「いじめ対策委員

会」で情報を共有し、関係生徒から事情を聞くなど、

いじめの有無の確認を行います。結果は加害・被害

生徒及びそれぞれの保護者に連絡をするとともに、

東近江市教育委員会に報告します。 

○いじめられた生徒、保護者への支援を行います。 

○いじめた生徒への指導を行うとともに、保護者に、

より良い成長へ向けて学校の取組方針を伝え、協力

を求めます。 

○生徒の生命身体又は財産に重大な被害が生じるお

それがある時は直ちに警察等との連携を図ります。 

○被害や加害の生徒だけでなく、周囲の生徒に対して

も、自分たちでいじめ問題を解決する力を育成して

いきます。 

○ネット上のいじめへは、関係機関と連携し直ちに対   

 処するだけでなく、情報モラル教育を推進します。 

 

Ⅶ 重大事態への対処 

（１）重大事態が発生した場合は、直ちに東

近江市教育委員会に報告し、調査を実施する

主体等を協議する。学校が調査を行う場合は、

「いじめの防止等のための基本的な方針」（文



５ いじめ防止年間計画 

 

月 学校体制 いじめの未然防止対策 早期発見の手立て 

４ 

 

いじめ対策委員会 

職員会議（周知） 

学級集団作り･道徳 

修学旅行（学級集団･絆づくり） 

様子見取り･教育相談･生活ノート 

５ 

 

 生徒総会（ルールづくり） 

家庭訪問（家庭連携） 

 

６ 

 

 校外学習（学級・班集団づくり） アンケート 

教育相談週間 

７ 

 

職員会議（1 学期総括） 七夕集会（学級集団づくり）  

８ 

 

校内研修会   

９ 

 

 体育祭（縦割り集団づくり） 

 

 

１０ 

 

 文化祭（学級･学年集団づくり） アンケート 

１１ 

 

 福祉体験･職場体験学習 教育相談週間 

１２ 

 

職員会議（2 学期総括） 人権学習 

椎茸栽培活動 

 

１ 

 

 3 年生を送る会 

（学年集団づくり･リーダー育成） 

 

２ 

 

学校評価アンケート 

いじめ対策委員会 

椎茸栽培活動 アンケート 

３ 

 

職員会議（年間総括） 椎茸栽培活動 

小中連絡会 

 

 


